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資源エネルギー庁 省エネルギー課

『特定事業者のうち製造業に属する事業の⽤に
供する⼯場等を設置しているものによる中⻑期
的な計画の作成のための指針』への項⽬追加

に関する指摘事項について

資料１-１
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１）⼯場等判断基準
Ⅱ エネルギーの使⽤の合理化の⽬標及び計画的に取り組むべき措置
１ エネルギー消費設備等に関する事項

１－１事務所（略）
１－２⼯場等（略）
（1）〜（4）（略）
（5）電気使⽤設備
①〜⑧（略）
⑨ 【新規追加】

＜第３回ＷＧ提⽰案＞
射出成形機を新設する場合は、⾼効率のものを採⽤するよう検討すること。

＜第４回ＷＧ修正案＞
追加不要

告⽰改正（案）：⼯場等判断基準（⽬標部分）1/３
＜第３回⼯場WGのご指摘＞
 ⼯場等判断基準の（５）電気使⽤設備の項において、個別具体的な設備を規定し

ていない中で、射出成形機に限定して規定を設けるのは細か過ぎるのではないか。
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告⽰改正（案）：⼯場等判断基準（⽬標部分）２/３

＜削除の理由＞
 省エネの観点から、⾼効率射出成形機を採⽤するに当たっては、「駆動源が⾼効率で

あること」が求められる。
 他⽅で、既存の⼯場等判断基準（⽬標部分）においても、⾼効率な駆動源の採⽤を

検討するよう求めている。

（5）電気使⽤設備
①（略）

② 電動⼒応⽤設備を負荷変動の⼤きい状態で使⽤するときは、負荷に応じた運転制御を⾏
うことができるようにするため、回転数制御装置等を設置するよう検討すること。

③ 電動機はその特性、種類を勘案し、負荷機械の運転特性及び稼働状況に応じて所要出
⼒に⾒合った容量のものを配置するように検討すること。

④〜⑧（略）

⾼効率な駆動源の採⽤を検討するよう求めている。
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告⽰改正（案）：⼯場等判断基準（⽬標部分）３/３
中⻑期計画の作成指針に追加するにあたり、⼯場等判断基準の⽬標部分へ追加する。

２ その他エネルギーの使⽤の合理化に関する事項
（1）〜（6）（略）

＜第３回ＷＧ提⽰案＞
（7）エネルギーの使⽤の合理化に関する情報技術の活⽤ 【新規追加】
① ⼯場等において、製造設備を設置する場合には、ネットワークに接続可能な設備を採⽤するととも

に、設備の稼働状況等に関するデータを活⽤し、その他の設備と合わせてネットワークを⽤いて制
御することでエネルギーの使⽤の合理化を検討すること。

② 製品の開発⼯程におけるエネルギーの使⽤の合理化に当たっては、試作段階において実機を⽤い
ずにシミュレーション技術の活⽤を検討すること。

変更なし
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１ 製造業⼀般
（1）〜（4）（略）
（5）電気使⽤設備
①〜⑤（略）
⑥その他
＜第２回ＷＧ提⽰案＞

（6）〜（10）（略）

中⻑期計画の作成指針 １ 製造業⼀般へ新規追加する。

設備・システム・技術名 具体的内容 導⼊の可能性のある業種・⼯程

（略） （略） （略）

【新規追加】
⾼効率射出成形機

駆動源に⾼効率モーター、回転数制御装置
⼜は⾼性能油圧ユニットを使⽤する射出成
形機。

プラスチック製品製造業，ゴム製
品製造業

エネルギー使⽤の合理化の⽬標及び計画的に
取り組むべき措置の実現に向けて、中⻑期計
画の作成に当たって有効な具体例を掲げるも
のであることから、射出成形機に限定して追加
することとする。
今後、必要に応じて対象機器を追加していく。

告⽰改正（案）：中⻑期計画の作成指針 １/２

変更なし



＜第３回ＷＧ提⽰案＞
(11) 情報技術の活⽤ 【新規追加】
判断基準中、⽬標及び措置部分の ２ その他エネルギーの使⽤の合理化に関する事項の(7) エネ
ルギー使⽤の合理化に関する情報技術の活⽤の項⽬で規定する⽬標及び措置の実現に資する設
備等の具体例としては、次に掲げる設備等が有効であることから、中⻑期的な計画の作成における検
討対象として掲げるものである。

設備・システム・技術名 具体的内容 導⼊の可能性の
ある業種・⼯程

⾼機能製造設備

＜第４回ＷＧ修正案＞
ネットワーク対応型製造設
備

稼働状況や製造条件のデータ取得が可能であり、その他の設
備とのデータ流通が可能なインターフェースを備えるもの。制御
装置を介してその他の設備とネットワークで接続した上で、取得、
蓄積された設備に関するデータを活⽤した制御の実施に有効。

全業種

シミュレーション技術による
開発

試作段階において実機を⽤いずにモデルによるシミュレーション
技術を活⽤し、設計や検証を実施すること。

開発⼯程

中⻑期計画の作成指針 １ 製造業⼀般へ新規追加する。
告⽰改正（案）：中⻑期計画の作成指針 ２/２
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＜参考＞ １－２⼯場等 （5）電気使⽤設備


